
内
閣
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二
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号

平
成
十
七
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四
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
情
報
通
信
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日
受
領

答

弁

第

三

六

号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
情
報
通
信
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
六
百
九
十
五

号
。
以
下
「
電
気
通
信
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
解
説
（
総
務
省
が
平
成
十
六
年
八
月
に
公
表
し
た
も

の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
移
動
体
端
末
の
「
発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
」
と
は
、
発
信
者
で
あ
る
移
動
体
端
末
を
所
持

す
る
者
の
位
置
を
示
す
情
報
を
、
「
位
置
情
報
」
と
は
、
移
動
体
端
末
を
所
持
す
る
者
の
位
置
を
示
す
情
報
で
あ
っ
て
発
信

者
の
位
置
を
示
す
情
報
で
な
い
も
の
を
、
「
位
置
登
録
情
報
」
と
は
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
間
の
通
信
時
以
外
に
移
動

体
端
末
の
所
持
者
が
位
置
登
録
エ
リ
ア
を
移
動
す
る
ご
と
に
基
地
局
に
送
ら
れ
る
位
置
情
報
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
及
び
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
間
の
通
信
に
係
る
位
置
情
報
が
、
発
信
者
が
通
信
を
発
し
た

時
点
か
ら
受
信
者
が
そ
の
通
信
を
受
け
る
時
点
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
、
電
気
通
信
事
業
者
の
管
理
支
配
下
に
あ
る
状
態
に
あ

れ
ば
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
「
電
気
通
信
事
業
者
の
取
扱
中
に
係
る

通
信
の
秘
密
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



位
置
登
録
情
報
は
、
移
動
体
通
信
に
お
い
て
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
間
の
通
信
を
成
立
さ
せ
る
前
提
と
し
て
移
動
体
端

末
か
ら
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
送
信
さ
れ
る
情
報
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
間
の
通
信
の
構
成
要
素
と
な

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
電
気
通
信
事
業
法
第
四
条
第
一
項
の
「
電
気
通
信
事
業
者
の
取
扱
中
に
係
る
通
信
の
秘
密
」
に
は

該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

三
に
つ
い
て

位
置
登
録
情
報
、
発
信
者
の
位
置
を
示
す
情
報
又
は
位
置
情
報
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
場
合

を
含
む
。
）
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
「
個
人
情
報
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
に
つ
い
て

電
話
番
号
及
び
位
置
登
録
情
報
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
、
当
該
電
話
番
号
及

び
位
置
登
録
情
報
は
、
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
一
項
の
「
個
人
情
報
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
へ
の
提
供
に
係
る
位
置
登
録
情
報
が
個
人
情
報
保
護
法
第
二
条
第
四
項
の
「
個
人

デ
ー
タ
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
条
第
三
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
同
法
第

二
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
に
該
当
す
る
と
き
で
な
い
の
に
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
第
三
者

に
当
該
位
置
登
録
情
報
を
提
供
す
れ
ば
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
各
電
気
通
信
事
業
者
が
原
則
と
し
て

当
該
個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
し
て
お
り
、
個
人
情
報
で
あ
る
位
置
登
録
情
報
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

医
療
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
格
別
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
上
の
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
と
な
ら
な
い
小
規
模
事
業
者
や
死
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
対
象
と
す
る
な
ど
し
て
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

の
よ
り
厳
格
な
実
施
を
図
る
た
め
、
「
医
療
・
介
護
関
係
事
業
者
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド

三



ラ
イ
ン
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
医
政
発
第
一
二
二
四
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
、

薬
食
発
第
一
二
二
四
〇
〇
二
号
厚
生
労
働
省
医
薬
食
品
局
長
通
知
及
び
老
発
第
一
二
二
四
〇
〇
二
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長

通
知
）
を
発
出
し
、
ま
た
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
、
「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」

（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）
等
の
医
学
研
究
に
関
す
る
指
針
を
「
ヒ
ト
ゲ
ノ

ム
・
遺
伝
子
解
析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
告
示
第
一
号
）

等
に
改
め
た
。

医
療
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
で
開
催
さ
れ
た
「
医
療
機

関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
及
び
厚
生
科
学
審
議
会
科
学
技
術
部
会
医
学
研
究
に
お
け
る

個
人
情
報
の
取
扱
い
の
在
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
等
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十

四
日
に
公
表
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
医
療
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
格
別
の
措
置

と
し
て
右
に
述
べ
た
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
、
医
師
、
看
護
師
等
の
国
家
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
既
に
関
係
法
律
に
お

い
て
守
秘
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
患
者
や
遺
族
か
ら
の
診
療
記
録
の
開
示
の
求
め
に
応
じ
る
取
組
を
推
進
す
る

「
診
療
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
付
け
医
政
発
第
〇
九
一
二
〇
〇
一

四



号
厚
生
労
働
省
医
政
局
長
通
知
）
が
既
に
発
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
個
別
法
を
整
備
し
な
け

れ
ば
十
分
な
個
人
情
報
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
は
な
く
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
取
組
が
的
確
に
な
さ
れ

る
こ
と
が
、
ま
ず
重
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
て
い
る
。

金
融
・
信
用
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
格
別
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
法
上
の
個
人
情
報

取
扱
事
業
者
と
な
ら
な
い
小
規
模
事
業
者
も
対
象
と
す
る
な
ど
し
て
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
よ
り
厳
格
な
実
施
を
図

る
た
め
、
「
金
融
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
六
十
七
号
）

及
び
「
経
済
産
業
分
野
の
う
ち
信
用
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
告
示
第

四
百
三
十
六
号
）
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
六
年
十
二
月
六
日
及
び
同
月
十
七
日
に
制
定
し
た
。

金
融
・
信
用
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
特
別

部
会
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
に
公
表
さ
れ
た
そ
の
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
事
業
者
に
お
け

る
個
人
顧
客
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
、
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
、
保
険

業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
等
を
改
正
し
、
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。

ま
た
、
産
業
構
造
審
議
会
割
賦
販
売
分
科
会
個
人
信
用
情
報
小
委
員
会
に
お
い
て
も
検
討
を
行
い
、
平
成
十
六
年
十
二
月

五



二
十
四
日
に
公
表
さ
れ
た
そ
の
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
従
業
者
等
に
よ
る
業
務
上
の
地
位
を

利
用
し
た
個
人
情
報
の
漏
え
い
行
為
に
対
し
業
種
横
断
的
な
視
点
に
立
っ
て
法
制
上
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
の

結
論
が
得
ら
れ
て
い
る
。

情
報
通
信
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
格
別
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
八
月
三
十
一
日
、
個
人

情
報
保
護
法
上
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
と
な
ら
な
い
小
規
模
事
業
者
も
対
象
と
す
る
な
ど
し
て
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
の
よ
り
厳
格
な
実
施
を
図
る
た
め
、
「
電
気
通
信
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
十

年
郵
政
省
告
示
第
五
百
七
十
号
）
を
電
気
通
信
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
改
め
、
ま
た
、
「
放
送
受
信
者
等
の
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
十
六
年
告
示
第
六
百
九
十
六
号
）
を
制
定
し
た
。

情
報
通
信
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
の
法
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
で
開
催
さ
れ
た
「
電
気
通

信
事
業
分
野
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
情
報
に
関
す
る
懇
談
会
」
及
び
「
放
送
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
及
び
Ｉ
Ｔ
時

代
の
衛
星
放
送
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
及
び
平
成
十
七
年

二
月
二
十
四
日
に
公
表
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
は
、
分
野
横
断
的
に
個
人
情
報
を
漏
え
い
す
る
行
為
等
を

処
罰
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
法
制
度
の
整
備
の
検
討
を
今
後
進
め
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
結
論
が
得
ら
れ
て

六



い
る
。

八
に
つ
い
て

位
置
登
録
情
報
の
取
扱
い
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
位
置
登
録
情
報
の
取
扱
方
法
の
多
様
化
等
の
状
況
も
踏
ま
え
て
今
後

と
も
必
要
に
応
じ
適
切
に
検
討
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
が
、
各
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
従
っ
た
適
正
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

七


